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★本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には配達します。

平成27年（2015年）

新新宿宿のの未未来来ののたためめにに
コラム

新新宿宿区区ホホーームムペペーージジ「「区区長長のの部部屋屋」」でで

写写真真日日誌誌もも公公開開ししてていいまますす

！
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マイナンバー(個人番号)の

利用が始まります

主なマイナンバー利用事務2 面

3 面

8 面

新宿ものづくりマイスター・

優良企業表彰

地域の安全のための歳末特別

警戒パトロールにご理解を

年末年始の区役所の業務

　マイナンバー制度の導入に伴い、区民の皆さんには、マイナンバー（個人番号）をお知らせする通

知カードを11月から順次お送りしています。1月からは、社会保障・税・災害対策分野の事務の一部

で、申請時にマイナンバーの記入が必要になる等、区の窓口でマイナンバーの利用が始まります。

　今回は、どのような事務でマイナンバーを利用するのか、窓口での手続きがどう変わるのかをお知

らせします。

【問合せ】制度全般について…企画政策課（本庁舎3階）（5273）3894・（5272）5500、通知カード・

個人番号カードについて…戸籍住民課（本庁舎1階）（5273）4359・（3209）1728へ。

　あらかじめ決められた社会保障・税・災害

対策分野の行政手続きで利用します。

　マイナンバーを利用する主な事務は2面

でご案内します。利用する事務の一覧は区

のホームページでご覧いただけます。

どのような事務で利用するの？

窓口での手続きはどう変わるの？

●申請書等にマイナンバーの

　記入が必要になります 　窓口で職員が申請書に記入した番号が正しい番号かどうかの確認（番

号確認）となりすましでないかの確認（本人確認）をします。

　申請の際に以下の書類をお持ちください。

●申請の際に番号確認と本人確認をします

　29年7月からはこれまで必要だった提出書類の一部が

　省略できるようになります

　29年7月から、自治体間での情報照会が可能となり、それぞれの

手続きで必要な書類（課税証明書等）の提出が不要になります。

番号確認　

　次のいずれか１つ

通知カード、個人番号の表示が

ある住民票、個人番号カード（※）

本人確認

官公署が発行した顔写真が付い

た証明書であれば１点

運転免許証、パスポート、身

体障害者手帳、精神障害者保健福

祉手帳、在留カード、個人番号

カード（※）　など

上記の証明書がない場合は、次

のうち２点　

健康保険被保険者証、年金手

帳、児童扶養手当証書、官公署

等から発行・発送された書類等

医療保険の手続

き、児童手当、その

他福祉の給付など

社会保障

住民税の申告な

ど、税の手続き

税

被災者台帳の

作成や支援金

の支給など

災害対策

マイナンバーは大切なものです
むやみに他人に教えないでください

！

店舗やインターネットの入会登録

などでマイナンバーを聞かれても、絶

対に教えないでください。

区役所等の行政機関が、電話でマイ

ナンバーを聞くことはありません。

1月
から

通知カード

個人番号
カード

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

マイナンバー
を記入

原則として本人がマイナンバーを記入しますが、マイナンバ

ーが分からない場合等は、本人の同意をいただいた上で、区

が番号を確認し、記入します。

マイナンバーを記入できない、記入しないという理由のみ

で、サービスを申請できないということはありません。

見本

将来的
には

見本

※個人番号カードの交付を希望す

る方は、通知カードとともに郵送す

る「個人番号カード交付申請書」で

申請してください。申請後、1月から

順次、「交付通知書」をお送りし、交

付の案内をします。案内に基づき戸

籍住民課（本庁舎1階）で個人番号カ

ードをお受け取りください。

★通知カードをまだ受け取っていない方へ★

　まだ通知カードが届いていない方や、「郵便物

等ご不在連絡票」の保管期限が過ぎた方は、マイ

ナンバー相談窓口（5273）4359・ (3209)

1728へお問い合わせください。

★

★

5 面 新宿区公共の場所における客

引き行為等の防止に関する条

例の一部改正案にご意見を
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も
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ま

し
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様
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長
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限
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▼
こ
の
ま
ち
が
持
続
的
に
発
展
し
続
け

る
に
は
、「
暮
ら
し
や
す
さ
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賑
わ
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、「
安
全
・
安

心
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と
て
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重
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す
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、
将
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取
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介
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介
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介
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光
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光
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取
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取
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。
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謝
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。
皆
様
、
よ
い
お
年
を
お
迎

え
く
だ
さ
い
。

　マイナンバーを利用する事務の手続き時、区へ提

出する申請書や届出書に、本人またはご家族のマイ

ナンバーを記入していただきます。ご理解・ご協力を

お願いします。

3209 9999

3209 9900

歳歳末末特特別別警警戒戒
パパトトロローールルをを

実実施施ししてていいまますす
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